
目　
　

次

 

ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　
　

一

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

一 

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更 

（
森
林
整
備
課
）　
　

一

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定
（
三
件
） 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
二
件
） 

（
都
市
計
画
課
）　
　

三

〇
建
築
士
免
許
の
取
消
し 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

四

公　
　
　

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 
（
建
築
宅
地
課
）　
　

五

教
育
委
員
会

〇
教
育
委
員
会
定
例
会
の
開
催 

五

選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届
の
訂
正 
六

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
訂
正
（
平
成
二
十
五
年
分
） 

六

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
訂
正
（
平
成
二
十
六
年
分
） 

六

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
訂
正
（
平
成
二
十
七
年
分
） 

六

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
〇
七
〇
〇
四
六
二

ま
る
っ
と
ま
す
だ

名
取
市
増
田
八
丁
目
一

－

二
十
三

生
活
介
護

社
会
福
祉
法
人

む
そ
う

平
成
二
十
九
年

五
月
一
日

〇
四
一
一
二
〇
〇
五
七
九

み
ん
な
の
家
の
ぞ
み

登
米
市
中
田
町
宝
江
新

井
田
字
新
姥
沼
百
九
十

一
番
地

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

有
限
会
社
み
ん

な
の
家

平
成
二
十
九
年

五
月
一
日

〇
四
一
二
二
一
〇
一
四
八

ふ
き
の
と
う
村
田

柴
田
郡
村
田
町
大
字
小

泉
字
南
乙
内
二
十
二

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

一
般
社
団
法
人

ふ
く
の
ね

平
成
二
十
九
年

五
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

廃
止
す
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
一
二
二
〇
〇
〇
一
六

蕗
の
と
う
共
同
作
業
所

柴
田
郡
村
田
町
大
字
小

泉
字
南
乙
内
二
十
二

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

社
会
福
祉
法
人

は
ら
か
ら
福
祉

会

平
成
二
十
九
年

四
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

宮
城
郡
七
ケ
浜
町
花
渕
浜
字
社
敷
場
八
、
九
、
一
一
の
二
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２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

潮
害
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

 　

宮
城
郡
七
ケ
浜
町
代
ケ
崎
浜
字
土
浜
七
五
の
二
、
七
六
、
字
清
水
二
九
、
三
二
の
三
、
字
西
一
四
の
二
・
一
五

の
一
・
一
八
・
一
九
（
以
上
四
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
東
宮
浜
字
鶴
ケ
湊
一
四
、
一
五
、

六
八
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
字
西
大
木
二
五
の
二
、
字
左
道
二
八
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、

吉
田
浜
字
沢
尻
三
五
の
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
一
四
の
二
、
一
七
、
三
三
の
一
、
三
五
の
四
、
三

六
の
二
、
五
二
の
一
、
五
五
の
一
か
ら
五
五
の
三
ま
で
、
五
六
の
一
、
五
六
の
二
、
五
八
、
五
九
の
一
、
五
九
の

二
、
六
一
、
六
二
、
六
三
の
一
、
六
三
の
二
、
六
四
、
六
五
の
一
、
字
台
三
八
、
四
〇
の
一
、
四
一
の
一
、
四
九
、

九
六
の
二
、
一
〇
九
の
一
、
一
二
七
、
一
二
八
、
一
三
八
、
字
寺
山
一
四
の
一
、
一
五
の
一
、
一
六
の
一
、
一
七

の
一
、
一
八
の
一
、
一
八
の
二
、
一
九
の
一
、
二
一
、
二
二
の
一
、
花
渕
浜
字
寺
坂
一
か
ら
八
ま
で
、
一
一
の
二
、

一
六
、
一
七
、
一
八
の
一
、
一
九
の
一
、
二
〇
の
一
、
二
一
、
二
二
の
一
、
二
四
か
ら
二
六
ま
で
、
字
古
舘
二
三

の
一
、
二
九
の
一
、
字
堤
谷
一
か
ら
七
ま
で
、
一
八
の
二
、
字
社
敷
場
一
か
ら
三
ま
で
、
字
観
音
堂
一
三
の
一
、

一
三
の
二
、
一
五
の
一
一
、
一
八
、
一
九
、
二
〇
の
二

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部

森
林
整
備
課
）
及
び
七
ケ
浜
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
東
松
島
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
東
松
島
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
関
係
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

気
仙
沼
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

気
仙
沼
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
気
仙
沼
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
八
号

　

東
松
島
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年

法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場

　

２　

名
称　

一
号
河
南
地
区
ご
み
焼
却
場

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
九
号

　

東
松
島
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年

法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
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の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
火
葬
場

　

２　

名
称　

一
号
東
松
島
市
火
葬
場

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
号

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
建
築
士
の
免
許
を

取
り
消
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

免
許
取
消
年
月
日

氏　
　

名

一
級
建
築
士
、
二

級
建
築
士
又
は
木

造
建
築
士
の
別

登
録
番
号

免
許
取
消
し
の
理
由

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

熊
谷　

計
四

郎

二
級
建
築
士

第
千
二
百
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

北
山　

榮

二
級
建
築
士

第
千
四
百
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

佐
藤　

有
美

二
級
建
築
士

第
千
四
百
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

岡
崎　

治
夫

二
級
建
築
士

第
千
五
百
二
十
八

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

白
鳥　

三
男

二
級
建
築
士

第
千
五
百
三
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

大
竹　

佶

二
級
建
築
士

第
千
六
百
二
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

鎌
田　

昭
郎

二
級
建
築
士

第
千
六
百
二
十
四

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

手
島　

精
一

二
級
建
築
士

第
千
六
百
三
十
八

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

白
土　

弘

二
級
建
築
士

第
千
六
百
四
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

高
橋　

貞
男

二
級
建
築
士

第
千
六
百
六
十
七

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

金
津　

嘉
夫

二
級
建
築
士

第
千
七
百
七
十
八

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

郷
内　

進

二
級
建
築
士

第
千
八
百
五
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

齋
藤　

義
喜

二
級
建
築
士

第
千
九
百
十
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

菊
池　

六
郎

二
級
建
築
士

第
千
九
百
六
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

船
岡　

昭
一

二
級
建
築
士

第
三
千
四
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

早
坂　

義
則

二
級
建
築
士

第
三
千
四
十
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

隅
本　

信
雄

二
級
建
築
士

第
三
千
二
百
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

菅
原　

勉

二
級
建
築
士

第
三
千
二
百
六
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

高
橋　

嘉
男

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
五
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

千
葉　

仁
一

二
級
建
築
士

第
三
千
四
百
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

今
野　

弘

二
級
建
築
士

第
三
千
四
百
二
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

菊
地　

喜
三

郎

二
級
建
築
士

第
三
千
四
百
四
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

渡
辺　

陸
夫

二
級
建
築
士

第
三
千
五
百
三
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

佐
竹　

力

二
級
建
築
士

第
三
千
五
百
八
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

今
野　

久

二
級
建
築
士

第
三
千
八
百
九
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

千
葉　

文
助

二
級
建
築
士

第
三
千
九
百
四
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

八
島　

則
彦

二
級
建
築
士

第
三
千
九
百
五
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

安
斉　

幸
夫

二
級
建
築
士

第
三
千
九
百
八
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

蓬
田　

正
美

二
級
建
築
士

第
四
千
四
百
四
十

一
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

林　

正
夫

二
級
建
築
士

第
四
千
五
百
五
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め
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平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

田
口　

昭
雄

二
級
建
築
士

第
四
千
五
百
七
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

植
村　

久
男

二
級
建
築
士

第
四
千
七
百
二
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

伊
藤　

貞
固

二
級
建
築
士

第
四
千
八
百
三
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

蜂
谷　

繁

二
級
建
築
士

第
五
千
百
八
十
九

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

柴
崎　

富
夫

二
級
建
築
士

第
五
千
三
百
七
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

横
山　

稔

二
級
建
築
士

第
六
千
六
十
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

浅
田　

和
藏

二
級
建
築
士

第
六
千
七
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

広
瀬　

信
一

二
級
建
築
士

第
七
千
三
百
三
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

日
下　

信
一

二
級
建
築
士

第
七
千
四
百
六
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

鈴
木　

光
治

二
級
建
築
士

第
七
千
七
百
二
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

大
崎　

幸
男

二
級
建
築
士

第
七
千
七
百
六
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

滝
沢　

健
藏

二
級
建
築
士

第
八
千
九
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

小
島　

昇

二
級
建
築
士

第
九
千
三
百
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

板
橋　

敬
一

二
級
建
築
士

第
九
千
八
百
八
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

平
成
二
十
九
年
四
月
二

十
七
日

中
島　

徳
三

郎

二
級
建
築
士

第
一
万
八
百
五
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

公　
　
　

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
　

名
取
市
高
舘
吉
田
字
前
沖
二
百
五
十
一
番
、
二
百
五
十

　

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

二
番
、
二
百
五
十
三
番
、
二
百
五
十
四
番
、
二
百
五
十
五

番
、
二
百
五
十
六
番
、
二
百
五
十
七
番
、
十
五
番
一
の
一

部
、
十
五
番
二
の
一
部
、
十
五
番
一
地
先
の
道
の
一
部
、

十
五
番
一
地
先
の
水
の
一
部

　

名
取
市
手
倉
田
字
諏
訪
六
百
六
十
九
番
地
の
一

 

渋
谷
商
事
株
式
会
社　
　
　
　
　

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
一
号

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

り
、
教
育
委
員
会
の
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
傍
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
九
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教 

育 

長　
　

髙　
　

橋　
　
　
　
　

仁　
　
　

一　

日　

時　

平
成
二
十
九
年
五
月
十
七
日　

午
後
一
時
三
十
分

二　

場　

所　

教
育
委
員
会
会
議
室

三　

事　

件

　

第
一
号
議
案　

職
員
の
人
事
に
つ
い
て

　

第
二
号
議
案　

障
害
児
就
学
指
導
審
議
会
委
員
及
び
専
門
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

　

第
三
号
議
案　

宮
城
県
特
別
支
援
教
育
将
来
構
想
審
議
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

　

第
四
号
議
案　

宮
城
県
い
じ
め
防
止
対
策
調
査
委
員
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

　

第
五
号
議
案　

宮
城
県
生
涯
学
習
審
議
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

　

第
六
号
議
案　

宮
城
県
図
書
館
協
議
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
二
人

五　

傍
聴
手
続

　

１ 　

傍
聴
希
望
の
受
付
は
、
会
議
開
会
三
十
分
前
か
ら
十
分
前
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
参
集
し
た
傍
聴
希
望

者
に
対
し
て
行
い
ま
す
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
希
望
者
全
員
に
よ
る
抽
選
と
し
ま
す
。

六　

問
い
合
わ
せ
先
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仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
総
務
課
総
務
班
（
電
話
〇
二
二

－

二
一
一

－

三
六
一
一
）

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
四
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
か
ら
届
出
が

あ
っ
た
届
出
事
項
の
異
動
に
つ
い
て
、
訂
正
の
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
平
成
二
十
八
年
宮
選
管
告
示
第
百
四
十
号
の

一
部
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　

自
由
民
主
党
川
崎
町
支
部
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
異
動
の

新
中

「
柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
野
上
上
一
〇
七

－

一
」
を
「
柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
野
上
町
一
〇
七

－

一
」
に
改

め
る
。

〇
宮
選
管
告
示
第
四
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
か
ら
提
出

が
あ
っ
た
平
成
二
十
五
年
分
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
訂
正
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
平
成
二
十
六
年
宮
選
管

告
示
第
百
二
十
四
号
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　

民
主
党
宮
城
県
第
２
区
総
支
部
の
平
成
二
十
五
年
分
収
支
報
告
書
の
要
旨
の

２　

支
出
総
額
中

「２　
支
出
総
額

　
　
　
　

10,470,227円

」
を
「２　

支
出
総
額

　
　
　
　

10,116,453円

」
に
改
め
る
。

４　

支
出
の
内
訳
中

「政
治
活
動
費

　
　
　
　
　

 4,530,761円

」
を
「政

治
活
動
費

　
　
　
　
　

 4,176,987円

」
に
、

「調
査
研
究
費

　
　
　
　
　

 360,578円

」
を
「調

査
研
究
費

　
　
　
　
　
　

 6,804円

」
に
改
め
る
。

〇
宮
選
管
告
示
第
五
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
か
ら
提
出

が
あ
っ
た
平
成
二
十
六
年
分
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
訂
正
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
平
成
二
十
七
年
宮
選
管

告
示
第
百
五
十
八
号
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　

民
主
党
宮
城
県
第
２
区
総
支
部
の
平
成
二
十
六
年
分
収
支
報
告
書
の
要
旨
の

１　

収
入
総
額
中

「１　
収
入
総
額

　
　
　
　

 1,786,153円

」
を
「１　

収
入
総
額

　
　
　
　

 2,139,927円

」
に
、

「前
年
繰
越
額

　
　
　
　
　

 465,022円

」
を
「前

年
繰
越
額

　
　
　
　
　

 818,796円

」
に
改
め
る
。

〇
宮
選
管
告
示
第
五
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
か
ら
提
出

が
あ
っ
た
平
成
二
十
七
年
分
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
訂
正
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
平
成
二
十
八
年
宮
選
管

告
示
第
百
五
十
二
号
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
五
月
九
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　

民
主
党
宮
城
県
第
２
区
総
支
部
の
平
成
二
十
七
年
分
収
支
報
告
書
の
要
旨
の

１　

収
入
総
額
中

「１　
収
入
総
額

　
　
　
　

 1,358,363円

」
を
「１　

収
入
総
額

　
　
　
　

 1,712,137円

」
に
、

「前
年
繰
越
額

　
　
　
　
　

 398,346円

」
を
「前

年
繰
越
額

　
　
　
　
　

 752,120円

」
に
改
め
る
。
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